現場代理人及び主任技術者等選任通知書

　　年　　月　　日
観音寺市長　　宛て

受注者　住　　　　所
商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　印


次の工事について、観音寺市工事請負契約約款第10条第１項の規定により、現場代理人及び主任技術者等を定めたので通知します。

１　工事名等
	工　　事　　名
	

	工  事  場  所
	

	工　　　　　期
	着　　工　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

	
	竣　　工　　　　　　　　　　年　　　月　　　日



２　現場代理人及び主任技術者等
	従事役職
	氏　　　名
	生年月日
	資　　　格

	○　現場代理人
	
	
	

	１　主任技術者
	
	
	

	２　監理技術者
	
	
	

	３　専門技術者
	
	
	


（注１）　主任技術者・監理技術者・専門技術者の欄は、該当するものを○で囲むこと。
（注２）　選任される技術者の資格について審査するため、下記①の書類を提出するとともに、②から⑤までの書類（写しでも可）のいずれかを提示すること。なお、添付（提示）する資料で申請に必要のない技術者個人の情報が記載されている部分は、黒塗り（マスキング）でも可とする。
　　　　①技術者としての資格を有することを証明する書類（監理技術者の場合は監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証）の写し
[bookmark: _GoBack]　　　　②雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
　　　　③健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書　　　いずれか１つを提示
　　　　④住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書
　　　　⑤その他常勤性を証する書類
